
文科省作成「手引」と「動画」に見える制度導入の問題点③

30日前までに勤務時間を設定し、途中で変
更できない制度で、学校の実態に合いません
●対象期間初日の30日前までに設定、変更不可の制度

文科省が作成した「手引」によると、「１年単位の変形労働時間制」は、その対象期間の初日の
30日前までに勤務時間等を定めることとされています。（「手引」５ページ）
また、この制度は「対象期間中に適用関係そ

のものは変更することはできない」（「手引」11
ページ）とされています。
学校は、天候の影響を受けて行事の日程を変

更したり、突発的に子どもの指導や保護者との
連絡が生じたりすることが多い職場です。30日
前までにすべてを見通して定めることは難し
く、この制度を教員に適用させることは現実的
ではありません。
仮に「１年単位の変形労働時間制」を学校に

導入するとなった場合、管理職の負担はとても
大きくなります。

●継続できなくなった場合、制度は維持したまま通常の勤務に戻す

前提条件が崩れたり、「措置」が講じられ
なくなって、制度導入を継続できなくなった
場合、「服務監督教育委員会において、以降
の総勤務時間の一部について、勤務時間の削

減措置をとる」（「手引」11ページ）とされて
います。「勤務を要しない時間」を指定する
ことで通常の勤務に戻すという、非常に分か
りづらい制度です。

ߐߛߊදജߏ߳࠻ࠤࡦࠕᕆ✕ޠᄌᒻഭᤨ㑆ߩ㧛ᐕනޟ
下記のＵＲＬまたは右のＱＲコードからご回答ください。（１０月２日締め切りです）

https://forms.gle/hh3Y55UBTdidHULf8

変形労働制ではなく、せんせいふやそう！

「止めよう！変形労働制」ニュース №66 全北海道教職員組合 2020.9.16

https://forms.gle/hh3Y55UBTdidHULf8

